
12／2(金）の行事

報道発表資料の配付日時 11月25日(金) 10時00分

発 表 項 目 令和４年度(2022年度)第１回タンチョウ越冬分布調査の実施について
（行事名）

絶滅危惧種タンチョウの越冬分布・規模の把握等を目的として毎年実施している
本調査について、次のとおり今年度1回目の調査を実施します。

１ 調査の概要
(１)日時

令和４年(2022年)12月２日（金） 8:50～9:10
悪天候などにより中止の場合は12月９日（金）に延期。

(２)場所
十勝、釧路及び根室管内を中心としたタンチョウ生息地及び飛来地
（10(総合)振興局、45市町村管内の計349箇所を予定）

(３)調査協力者
関係市町村、関係市町村教育委員会、釧路市動物園等関係機関、関係小・中

学校、タンチョウ給餌人及び日本航空株式会社など
(４)調査の内容

地元小・中学校や関係機関等の協力のもと、タンチョウの見られた場所や大
まかな個体数を記録します。

(５)参考
今年度第２回の調査は令和５年(2023年)１月24日（火）に実施する予定 です。

２ 調査結果の公表
調査結果は関係(総合)振興局で記録したものを、本庁自然環境課で取りまと

め、12月下旬から１月上旬に公表します。

３ 過去の調査経過
年 度 確認羽数 実施時期 備 考
昭和27年度 33羽 12月 実施主体は道教育庁
昭和59年度 327羽 12月 実施主体を道に変更
平成元年度 441羽(1月) 12月,1月 年２回調査に変更
平成５年度 628羽(1月) 12月,1月 環境省委託(実施は道)に変更
平成17年度 1,081羽(1月) 12月,1月 はじめて1,000羽超を記録
令和３年度 1,525羽(1月) 12月,1月 過去最多の羽数を記録（前年度）

参 考 本調査は、絶滅危惧種タンチョウの越冬分布・規模の把握等を目的として毎年実
※発表のポイント 施しているものです。
・ねらい、経過等

報道(取材)に
当たっての
お 願 い

留 意 事 項 同 時 配 付 空知、石狩、後志、胆振、日高、宗谷、オホーツク、釧路、根室(総
※ 日 時 ・ 場 所 同 時 レ ク 合)振興局記者クラブ及び道政記者クラブで同時配布します。
・ 発 表 者 等 記 者 レ ク

そ の 他 〇本事業は平成29年度から北海道と包括連携協定を締結している日本航空株式会社
(JAL)と協働で実施していますので、積極的な報道をお願いします。

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用等にご協力いただくと
ともに、発熱や風邪症状等がある場合は取材を控えていただくようお願いします。

担 当 北海道十勝総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係(担当:村上(秀))
（連絡先） 電話 0155-26-9028(直通)

区 分 添 付 資 料 名 項 目

資料 １ 令和４年度（2022年度）第１回タンチョウ越冬分布調査について(全道) ① ２ ３ ４

資料 ２ 令和４年度（2022年度）第１回タンチョウ越冬分布調査について(十勝) ① ２ ３ ４

資料 ３ 過去のタンチョウ越冬分布調査の結果 ① ２ ３ ４



資料 1 

令和４年度（2022年度）第１回タンチョウ越冬分布調査について 

 

１ 調査の趣旨 

  絶滅のおそれが懸念されるタンチョウの越冬分布・規模の把握等を目的に毎年実施している

ものです。 

地元小・中学校や関係機関等の協力のもと、調査の基礎的な手法やタンチョウ保護の歴史に

ついて学ぶことができるよう調査を進め、見られた場所や大まかな個体数を記録します。 

 

２ 調査主体 

  北海道（環境省委託） 

 

３ 調査協力機関等 

  関係市町村、関係市町村教育委員会、釧路市動物園等関係機関、関係小・中学校、日本航空

株式会社、タンチョウ給餌人など 

 

４ 調査対象地域 

  十勝、釧路、根室管内を中心としたタンチョウ生息地及び飛来地全域 

  ※ 現在のところ、空知、石狩、後志、胆振、日高、宗谷、オホーツク、十勝、釧路、根室の

10（総合）振興局管内 45市町村管内の計 349箇所について調査を実施予定 

 

５ 調査期日 

  令和４年（2022年）12月２日（金） 

  ※ 荒天時予備日 12月９日（金） 

 

６ 調査時間 

 （１）事前予備調査（参考） 午前８時 50分から午前９時 00分まで（10分間） 

 （２）本調査        午前９時 00分 

 （３）事後予備調査（参考） 午前９時 00分から午前９時 10分まで（10分間） 

 

７ 調査方法 

  地上からの目視により調査を行います。 

 

８ 調査内容 

  次の事項について調査・記録を行います。 

 （１）着地しているタンチョウ 

   ・羽数（幼鳥、成鳥、不明の別） 

   ・場所（地点名） 

 （２）飛翔中のタンチョウ 

   ・羽数（幼鳥、成鳥、不明の別） 

   ・場所（地点名） 

   ・飛来又は飛去の方向 

 （３）確認時刻 

 

９ 調査結果の集計、公表 

  調査結果は関係（総合）振興局で集計し、本庁で全道分を取りまとめた後、12月下旬から１

月上旬に公表します。 



資料 2-1 

 

令和４年度(2022年度)第１回タンチョウ越冬分布調査実施要領（十勝総合振興局：定点）  

 

１ 調査の趣旨 

  絶滅のおそれが懸念されるタンチョウの越冬分布・規模の把握等を目的に、関係機関等の協力を

得て、調査の基礎的な手法やタンチョウ保護の歴史について学ぶことができるよう調査を進め、見
られた場所や大まかな個体数を記録する。  

 

２ 調査主体 

  北海道（環境省委託） 

 
３ 調査協力機関等 

   タンチョウ生息地の住民及び一般財団法人十勝エコロジーパーク財団 

    

４ 調査対象地域 

  十勝総合振興局管内のタンチョウ生息地および飛来地（別添区域図のとおり） 

 

５ 調査期日 

  令和４年(2022 年)12 月２日（金） 
   ※ 悪天候などにより延期の場合は 12 月９日（金）とする。 
   ※ 第２回目の調査は令和４年(2022 年)１月 24日（火）とし、詳細は別途定める。 

 

６ 調査時間 
 （１）事前予備調査（参考） 午前８時 50 分から午前９時 00 分まで（10分間） 

 （２）本 調 査     午前９時 00 分 
 （３）事後予備調査（参考） 午前９時 00 分から午前９時 10 分まで（10分間） 

 

７ 調査方法 
  目視による地上観察調査とする。 

 

８ 調査内容  
  次の事項について調査・記録する。 

（１）着地しているタンチョウ 
  ア 羽数（幼鳥、成鳥、不明の別） 

  イ 場所（地点名） 
 
（２）飛翔中のタンチョウ 

  ア 羽数（幼鳥、成鳥、不明の別） 

  イ 場所（地点名） 

  ウ 飛来又は飛去の方向 
 
（３）確認時刻 

 
９ 調査結果の報告 

  調査協力機関は、調査結果を別記様式１及び２に記入の上、次のとおり報告する。 

（１）報告期日：12 月９日(金)まで 
（※悪天候などにより 12 月９日（金）に調査を延期した場合は 12 月 16 日（金）まで 

（２）報告先：十勝総合振興局環境生活課 宮崎あて 

（３）報告方法：郵送、ＦＡＸまたは電子メール 

   ＦＡＸ ０１５５－２６－９０２８ 

   メール miyazaki.hiroyuki@pref.hokkaido.lg.jp 
 
10 調査当日の連絡調整等 
  悪天候などの理由により調査を中止する場合は、午前８時までに協力機関に電話連絡を行う。 

 



資料 2-2 

 

令和４年度(2022年度)第１回タンチョウ越冬分布調査実施要領（十勝総合振興局：移動）  

 

１ 調査の趣旨 

  絶滅のおそれが懸念されるタンチョウの越冬分布・規模の把握等を目的に、関係機関等の協力を

得て、調査の基礎的な手法やタンチョウ保護の歴史について学ぶことができるよう調査を進め、見
られた場所や大まかな個体数を記録する。  

 

２ 調査主体 

  北海道（環境省委託） 

 
３ 調査協力機関等 

  関係市町村 13 市町（大樹町、広尾町、浦幌町、豊頃町、幕別町、池田町、本別町、上士幌町、 

足寄町、陸別町、清水町、帯広市、鹿追町） 

  団体 １団体 

    

４ 調査対象地域 

  十勝総合振興局管内のタンチョウ生息地および飛来地（別添区域図のとおり） 

 
５ 調査期日 
  令和４年(2022 年)12 月２日（金） 

   ※ 悪天候などにより延期の場合は 12 月９日（金）とする。 

   ※ 第２回目の調査は令和５年(2023 年)１月 24日（火）とし、詳細は別途定める。 
 

６ 調査時間 
  午前９時から午前 10 時  

※タンチョウの生息状況により、前後 30 分程度、時間を調整して差し支えない。 

 
７ 調査方法 

  目視による地上観察調査とする。 

 
８ 調査内容  

  次の事項について調査・記録する。 
（１）着地しているタンチョウ 

  ア 羽数（幼鳥、成鳥、不明の別） 

  イ 場所（地点名） 
 
（２）飛翔中のタンチョウ 

  ア 羽数（幼鳥、成鳥、不明の別） 

  イ 場所（地点名） 
  ウ 飛来又は飛去の方向 
 
（３）確認時刻 
 

９ 調査結果の報告 

  調査協力機関は、調査結果を別記様式１及び２に記入の上、次のとおり報告する。 
（１）報告期日：12 月９日(金)まで 

   （※悪天候などにより 12 月９日（金）に調査を延期した場合は 12 月 16日（金）まで 

（２）報告先：十勝総合振興局環境生活課 宮崎あて 

（３）報告方法：ＦＡＸまたは電子メール 

   ＦＡＸ ０１５５－２６－９０２８ 
   メール miyazaki.hiroyuki@pref.hokkaido.lg.jp 

 
10 調査当日の連絡調整等 

  悪天候などの理由により調査を中止する場合は、午前８時までに協力機関に電話連絡を行う。 



過
去
の
タ
ン
チ
ョ
ウ
越
冬
分
布
調
査
の
結
果

3
3
4
2
52
61
76
92
12
51
3
91
7
2 1
75

1
84

14
715
4 17
217
02
00

1
71

21
2
17
9

14
7

2
2
2
23
32
53

19
422
02
57

21
4

27
1

26
729
5
32
034
5 32
738
4 38
342
4

48
5

35
6

34
5

42
1

50
7 4
79 45
8
45
8

47
657
959
6

47
1

61
3

64
8
66
1 65
086
0

68
1

68
6

94
8

80
1

60
6

67
6 55
595
0 60
1

61
7

82
9

90
8 65
3

10
54

12
51

10
97

93
7

44
1

49
9

55
761
16
28
60
7
59
8 58
661
6

70
9

51
9

79
8
80
890
8

82
2

66
810
81

10
13 79
9

10
65

72
47
96

11
43
11
63

11
59

11
87

13
20

12
36

11
37

10
31

13
70

15
16
15
25

0羽

2
00
羽

4
00
羽

6
00
羽

8
00
羽

1
00
0羽

1
20
0羽

1
40
0羽

1
60
0羽

1
80
0羽

調
査
年
度

第
１
回
調
査
（
12
月
上
旬
）

第
２
回
調
査
（
1月

下
旬
）

初
回
は
33
羽

（
昭
和
27
年
度
）

調
査
回
数
が
年
２
回
に

（
平
成
元
年
度
）

初
め
て
の
千
羽
超
え

（
平
成
17
年
度
）

最
多
記
録
を
更
新

（
令
和
３
年
度
）

○
こ
れ
ま
で
の
タ
ン
チ
ョ
ウ
羽
数
の
推
移
（
昭
和
27
年
度
か
ら
令
和
３
年
度

合
計
羽
数
）

（
資
料

３
）


